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一

古
本
系
『
大
鏡
』
の
本
文
は
、
次
の
記
事
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。

ま
こ
と
ま
こ
と
、
帝
の
母
后
の
御
許
に
行
幸
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
輿
寄
す
る

事
は
、
深
草
の
御
時
よ
り
あ
り
け
る
事
と
こ
そ
。
そ
れ
が
先
は
、
下
り
て
乗
ら
せ

た
ま
ひ
け
る
を
、
后
宮
、「
行
幸
の
有
様
、
見
奉
ら
む
。
た
だ
寄
せ
て
奉
れ
」
と
申

さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
そ
の
度
、
さ
て
お
は
し
ま
し
け
る
よ
り
、
今
は
寄
せ
て
乗

ら
せ
た
ま
ふ
と
ぞ①
。

朝
覲
行
幸
か
ら
の
還
御
に
際
し
て
天
皇
の
乗
輿
を
母
后
が
見
送
る
御
殿
の
階
下
ま

で
寄
せ
る
作
法
の
由
来
を
伝
え
る
故
事
だ
が
、こ
の
記
事
が
こ
こ
に
置
か
れ
る
の
は
、

一
見
い
か
に
も
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
。
こ
の
直
前
に
は
、
講
師
の
登
壇
に
よ
っ
て

翁
た
ち
の
歴
史
語
り
が
中
断
さ
れ
た
こ
と
、
説
教
の
途
中
で
起
こ
っ
た
騒
動
の
た
め

に
筆
録
者
が
翁
た
ち
の
姿
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
お
り
、
不
思
議

な
語
り
手
た
ち
の
行
方
と
と
も
に
、
一
品
宮
禎
子
内
親
王
の
将
来
に
ま
つ
わ
る
夢
想

も
謎
の
ま
ま
雑
踏
の
中
へ
消
え
て
い
っ
た
こ
と
を
惜
し
む
「
何
事
よ
り
も
、
か
の
夢

の
聞
か
ま
ほ
し
さ
に
、
居
所
も
尋
ね
さ
せ
む
と
し
侍
り
し
か
ど
も
、
ひ
と
り
び
と
り

を
だ
に
、
え
見
付
け
ず
な
り
に
し
よ
」
の
一
文
こ
そ
が
、『
大
鏡
』
の
結
末
に
は
ふ
さ

わ
し
い
。

そ
の
た
め
、
こ
の
段
は
も
と
も
と
後
人
の
注
だ
っ
た
も
の
が
、
何
ら
か
の
事
情
に

よ
っ
て
本
文
に
紛
れ
込
ん
だ
と
解
す
る
説
が
有
力
だ
っ
た②
。
一
方
、
崇
徳
天
皇
の
長

承
三
年
（
一
一
三
四
）
書
写
の
奥
書
を
持
つ
『
打
聞
集
』
に
も
引
用
さ
れ
、現
存
す
る

古
本
系
『
大
鏡
』
の
本
文
す
べ
て
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
注
の
紛
れ
込
み
と
し
て
も

よ
ほ
ど
成
立
に
近
い
時
期
に
起
こ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ③
、「
と
ぞ
」
と
い
う
結
び
を

つ
く
り
物
語
の
聞
き
書
き
の
手
法
を
模
倣
し
た
も
の
と
し
て
原
作
者
の
手
に
な
る
も

の
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た④
が
、
近
年
に
な
っ
て
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
を
見
出
そ
う

と
す
る
論
考
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
段
が
筆
録
者
の
語
り
で
あ
り
、
母
后

の
権
威
を
再
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
世
次
達
の
語
り
に
啓
発
さ
れ
た
筆

録
者
の
中
で
は
、
今
ま
で
漠
然
と
あ
っ
た
母
后
の
権
威
に
関
す
る
知
識
が
体
系
と

な
っ
た
歴
史
と
し
て
語
り
出
さ
れ
よ
う
と
し
た
」
と
し
、
母
后
の
権
威
の
歴
史
に
つ

い
て
の
語
り
の
始
ま
り
と
見
る
菊
池
真
氏
の
論⑤
や
、「
深
草
の
御
時
」
す
な
わ
ち
仁
明

天
皇
の
御
代
の
故
事
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
道
長
の
栄
華
の
始
発
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
四
人
の
人
物
（
文
徳
―
冬
嗣
、
光
孝
―
基
経
）
の
い
ず
れ
と
も
深
い
つ
な
が

り
を
持
つ
仁
明
が
、『
大
鏡
』
に
お
け
る
「
始
発
の
先
の
さ
ら
な
る
始
発
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
物
語
を
閉
じ
る
に
際
し
て
、
種
明
か
し
の
よ
う
に
証
し

立
て
て
い
る
」
と
す
る
桜
井
宏
徳
氏
の
論⑥
が
そ
れ
で
あ
る
。

『
大
鏡
』
の
最
終
記
事
に
唐
突
感
が
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、成
立
に
き
わ

『
大
鏡
』
の
最
終
記
事
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め
て
近
い
と
さ
れ
る
時
期
の
資
料⑦
に
引
用
さ
れ
現
存
写
本
の
す
べ
て
に
存
在
す
る
と

い
う
事
実
、
さ
ら
に
文
体
上
の
一
致⑧
は
、
成
立
当
初
か
ら
の
形
態
の
可
能
性
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
り
、注
の
紛
れ
込
み
と
し
て
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、

そ
れ
が
作
品
の
結
末
と
い
う
重
要
な
箇
所
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
の
段
の

評
価
に
つ
い
て
は
、
内
容
を
含
め
て
の
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ

の
段
を
母
后
の
権
威
を
再
確
認
す
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
そ
の
意
義
を
評
価
し
よ

う
と
し
た
菊
池
氏
の
論
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
認
め
た
上
で
桜
井
氏
も
言
う
よ

う
に
、
な
ぜ
そ
れ
が
仁
明
天
皇
と
そ
の
母
橘
嘉
智
子
に
ま
つ
わ
る
逸
話
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
論
ず
る
余
地
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
記
事
が
『
大
鏡
』
の
結
末
に
置
か
れ
る
こ
と

の
意
味
も
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
、こ
の
逸
話
が
橘
嘉
智
子
に
対
す
る
朝
覲
行
幸
に
基
づ
く
点
に
注
目
し
、

嘉
智
子
と
い
う
存
在
と
朝
覲
行
幸
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
こ
と
で
、『
大
鏡
』
の
最

終
記
事
の
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二

冒
頭
の
逸
話
が
、『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
正
月
癸
未
（
四
日
）
条
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
諸
注
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

天
皇
朝
二
覲
太
皇
大
后
於
冷
然
院
一
。
親
王
以
下
。
飲
宴
酣
楽
。
賜
レ
禄
有
レ
差
。

須
臾
天
皇
降
レ
殿
。
於
二
南
階
下
一
端
レ
笏
而
跪
。
召
二
左
大
臣
源
常
朝
臣
。
右
大
臣

藤
原
良
房
朝
臣
一
。
勅
曰
。
被
二
太
后
命
一
称
。
吾
処
二
深
宮
之
中
一
。
未
三
嘗
見
二
我

帝
御
レ
輦
之
儀
一
。
今
日
事
。
須
二
眼
下
登
レ
輿
。
使
一レ
得
二
相
見
一
者
。
朕
再
三
固
辞
。

遂
未
レ
得
レ
命
。
於
二
卿
等
意
一
如
何
。
大
臣
等
奏
云
。
礼
敬
而
已
。
如
レ
命
而
可
。
天

皇
即
登
レ
殿
。
至
二
御
簾
前
一
。
北
面
而
跪
。
于
時
鳳
輦
二

於
殿
階
一
。
天
皇
下

レ
殿
。
御
レ
輦
而
出
。
左
右
見
者
攬
レ
涙
。
僉
曰
。
天
子
之
尊
。
北
面
跪
レ
地
。
孝
敬

之
道
。
自
二
天
子
一
達
庶
人
。
誠
哉⑨
。

同
日
行
わ
れ
た
仁
明
天
皇
の
母
后
橘
嘉
智
子
に
対
す
る
朝
覲
行
幸
の
模
様
を
伝
え

る
記
事
で
、
話
題
の
中
心
は
、
還
御
に
際
し
て
と
ら
れ
た
異
例
の
作
法
に
あ
る
。
嘉

智
子
が
殿
上
か
ら
天
皇
乗
輿
の
儀
を
見
る
こ
と
を
望
み
、
そ
の
意
を
受
け
た
仁
明
は

鳳
輦
を
階
の
下
ま
で
寄
せ
、
簾
中
の
嘉
智
子
に
「
北
面
而
跪
」
く
礼
を
と
っ
た
上
で

乗
輿
し
た
。
天
子
南
面
の
原
則
を
破
り
、
北
面
し
て
臣
下
の
礼
を
と
る
こ
と
で
母
后

に
対
す
る
「
孝
敬
之
道
」
を
示
し
た
仁
明
の
姿
に
、見
る
者
は
感
涙
を
禁
じ
得
な
か
っ

た
と
い
う
。『
小
野
宮
年
中
行
事
』
正
月
の
「
同
日
（
三
日
）
行
幸
事
」
に
ほ
ば
全
文

が
引
用
さ
れ
、『
公
事
根
源
』「
朝
覲
ノ
行
幸
」
に
も
引
か
れ
る⑩
な
ど
、
朝
覲
行
幸
の

先
例
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
故
事
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
朝
覲
行
幸
に
基
づ
く
逸
話
が
、『
大
鏡
』
の
結
末
に
置
か
れ
る
の
か
。
そ

の
意
味
を
考
え
る
上
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
行
幸
が
行
わ
れ
た
嘉
祥
三
年

正
月
四
日
と
い
う
日
に
あ
る
。『
続
後
紀
』
に
よ
れ
ば
、そ
の
二
日
後
の
正
月
六
日
に

「
聖
躬
不
予
」、
す
な
わ
ち
仁
明
は
発
病
し
、
そ
の
ま
ま
回
復
す
る
こ
と
な
く
三
月

二
十
一
日
に
崩
御
。
同
日
文
徳
天
皇
が
践
祚
す
る
。『
大
鏡
』
の
帝
紀
は
「
文
徳
天
皇

と
申
す
帝
お
は
し
ま
し
き
。（
中
略
）
そ
の
帝
、
位
に
即
か
せ
た
ま
ふ
嘉
祥
三
年
庚
午

の
年
よ
り
、
今
年
ま
で
は
、
一
百
七
十
六
年
ば
か
り
に
や
な
り
ぬ
ら
む
」
と
い
う
世

次
の
語
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
朝
覲
行
幸
に
基
づ
く
逸
話

が
最
終
記
事
と
し
て
置
か
れ
る
こ
と
で
、『
大
鏡
』
の
歴
史
語
り
は
結
末
に
至
っ
て
冒

頭
に
遡
及
す
る
構
造
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る⑪
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
朝
覲
行
幸
は
、
摂
関

政
治
の
始
源
、
摂
関
の
権
力
の
源
泉
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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三

天
皇
が
太
上
天
皇
の
御
所
に
赴
き
拝
礼
を
行
う
朝
覲
行
幸
は
、
平
安
初
期
嵯
峨
朝

に
始
ま
る
。
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
八
月
三
十
日
、嵯
峨
天
皇
が
兄
平
城
上
皇
に
拝
覲

し
た
の
を
史
料
上
の
初
見
と
し⑫
、天
長
十
年
（
八
三
三
）
八
月
十
日
に
は
仁
明
天
皇
が

冷
然
院
に
赴
き
父
嵯
峨
上
皇
・
母
后
橘
嘉
智
子
に
謁
し
て
い
る
。
翌
承
和
元
年

（
八
三
四
）
正
月
、
仁
明
は
ま
ず
二
日
に
叔
父
淳
和
上
皇
、
つ
い
で
四
日
に
嵯
峨
・
嘉

智
子
の
も
と
へ
行
幸
し⑬
、
こ
こ
か
ら
朝
覲
行
幸
が
正
月
の
行
事
と
し
て
本
格
的
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
初
は
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
の
三
兄
弟
に
よ
る
皇
位
継

承
に
と
も
な
う
天
皇
・
上
皇
間
の
緊
張
関
係
を
背
景
に
、
兄
・
叔
父
と
い
う
傍
系
の

尊
属
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た⑭
が
、
承
和
二
年
以
降
は
父
上
皇
・
母
后
を
対
象
と
し
て

正
月
二
日
か
ら
四
日
の
間
に
行
わ
れ
る
の
が
恒
例
と
な
る
。
行
幸
当
日
天
皇
は
鳳
輦

に
乗
り
、
上
皇
・
母
后
の
御
所
に
近
づ
く
と
警
蹕
を
止
め
、
中
門
の
外
で
御
輿
を
降

り
徒
歩
で
御
所
内
に
設
け
ら
れ
た
御
休
所
に
入
る
。
次
い
で
天
皇
は
正
殿
に
参
り
上

皇
・
母
后
の
御
前
で
拝
舞
、
一
旦
御
休
所
に
帰
っ
た
後
改
め
て
正
殿
に
渡
り
、
上
皇
・

母
后
か
ら
御
酒
・
贈
物
・
被
物
を
賜
る
。
供
奉
の
群
臣
に
も
賜
禄
が
あ
り
、
還
御
す

る
と
い
う
の
が
『
西
宮
記
』
に
見
え
る
式
次
第
で
あ
る⑮
。
本
来
天
皇
に
対
し
て
の
み

行
わ
れ
る
拝
舞
と
い
う
最
高
礼⑯
を
天
皇
自
ら
が
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
群
臣
の
前
で

父
母
に
対
す
る
臣
礼
を
示
す
と
こ
ろ
に
こ
の
儀
礼
の
眼
目
が
あ
る
。

朝
覲
行
幸
の
歴
史
的
評
価
に
つ
い
て
は
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
礎

と
な
っ
た
の
が
目
崎
徳
衛
氏
の
論⑰
で
あ
る
。
目
崎
氏
は
、
本
来
律
令
制
に
お
け
る
天

皇
の
公
的
地
位
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、「
在
位
の
天
皇
が
『
人
子
之
理
』
つ
ま
り

孝
と
い
う
私
人
的
道
徳
を
実
践
し
え
な
い
と
い
う
、
公
的
原
理
が
確
立
し
て
い
た
」

と
す
る
。
そ
の
原
理
が
平
安
初
期
に
至
っ
て
変
化
し
、
父
子
・
兄
弟
の
家
族
的
秩
序

が
公
的
観
念
に
優
越
し
た
結
果
、
天
皇
が
上
皇
に
対
し
て
「
臣
」
礼
を
と
る
こ
と
に

な
っ
た
。
天
皇
が
自
ら
上
皇
の
御
所
に
足
を
運
び
拝
礼
す
る
朝
覲
行
幸
は
、
天
皇
の

上
皇
に
対
す
る
「
臣
」
礼
を
可
視
化
す
る
儀
礼
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
目
崎
氏
に
よ
れ

ば
、
平
城
朝
に
始
ま
り
仁
明
朝
に
至
っ
て
恒
例
化
す
る
朝
覲
行
幸
は
、「
天
皇
の
国
政

的
権
威
が
上
皇
の
家
父
長
的
権
威
よ
り
下
に
お
か
れ
る
に
至
っ
た
変
化
を
象
徴
す

る
」
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
佐
藤
信
氏
は
、
目
崎
氏
の
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
父
で
あ
る
上
皇
ば
か
り

で
な
く
母
后
も
朝
覲
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
橘
嘉
智
子
と
そ
の
娘
正
子

内
親
王
（
淳
和
皇
后
）
の
宮
廷
内
に
お
け
る
地
位
や
声
望
の
高
さ
か
ら
、摂
関
制
成
立

期
に
お
い
て
、
上
皇
の
家
父
長
的
権
威
の
も
と
王
権
を
構
成
し
た
ミ
ウ
チ
的
集
団
の

中
で
太
皇
太
后
・
皇
太
后
あ
る
い
は
国
母
が
大
き
な
権
威
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
、こ
の
よ
う
な
「
王
権
の
ミ
ウ
チ
的
集
団
の
中
に
お
け
る
母
系
の
尊
重
こ
そ
が
、

次
代
の
藤
原
氏
に
よ
る
天
皇
の
外
戚
化
を
軸
と
し
た
摂
関
制
の
成
立
を
導
く
カ
ギ
に

な
っ
た
」
と
説
く⑱
。

目
崎
・
佐
藤
両
氏
の
論
を
受
け
て
、
栗
林
茂
氏
は
、
子
で
あ
る
天
皇
が
親
で
あ
る

上
皇
・
皇
太
后
へ
拝
礼
を
行
う
「
家
人
之
礼
」
を
群
臣
の
面
前
で
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
天
皇
家
内
部
に
お
け
る
家
長
的
権
威
を
君
臣
関
係
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
に
朝
覲
行

幸
の
主
眼
が
あ
り
、
嵯
峨
上
皇
崩
後
に
嘉
智
子
一
人
を
対
象
と
し
て
朝
覲
行
幸
が
行

わ
れ
た
の
は
、
嘉
智
子
が
天
皇
の
母
と
し
て
子
で
あ
る
天
皇
に
及
ぼ
す
権
威
を
天
皇

と
群
臣
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
が
狙
い
で
あ
っ
た
と
す
る⑲
。

嵯
峨
の
家
父
長
的
権
威
は
嘉
智
子
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
権
威
は
朝
覲
行
幸
を
通

じ
て
貴
族
社
会
全
体
に
浸
透
し
て
い
く
。
そ
う
し
て
い
や
が
上
に
も
高
め
ら
れ
た
母

后
の
権
威
を
背
景
に
摂
関
政
治
は
行
わ
れ
た
。
服
藤
早
苗
氏
は
、
朝
覲
行
幸
が
定
着

し
た
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
中
葉
は
上
皇
の
不
在
期
間
が
長
く
、
代
行
的
に
拝
舞
を

受
け
る
母
后
が
権
威
を
保
持
し
た
こ
と
が
母
方
親
族
の
政
治
力
と
な
っ
た
と
し
て
、

朝
覲
行
幸
と
摂
関
政
治
の
関
係
を
総
括
す
る⑳
。
朝
覲
行
幸
は
、
律
令
制
か
ら
摂
関
制

へ
変
遷
し
て
い
く
過
程
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
指
標
の
一
つ
で
あ
り
、嘉
智
子
は
、

摂
関
政
治
成
立
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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嘉
智
子
は
よ
り
直
接
的
な
か
た
ち
で
も
摂
関
政
治
の
始
発
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。
嵯
峨
の
死
後
ま
も
な
く
勃
発
し
た
承
和
の
変
の
事
後
処
理
と
し
て
の
恒
貞
廃
太

子
と
道
康
立
坊
で
あ
る
。『
続
後
紀
』に
よ
れ
ば
、事
件
の
発
覚
は
承
和
九
年（
八
四
二
）

七
月
十
七
日
、
そ
の
き
っ
か
け
は
伴
健
岑
の
謀
反
の
企
て
を
阿
保
親
王
が
嘉
智
子
に

上
書
し
た
こ
と㉑
だ
っ
た
。嘉
智
子
は
中
納
言
藤
原
良
房
を
召
し
て
親
王
の
書
を
託
し
、

良
房
は
仁
明
に
奏
上
。首
謀
者
と
さ
れ
た
健
岑
と
橘
逸
勢
は
即
刻
捕
え
ら
れ
、翌
十
八

日
か
ら
厳
し
い
詮
議
が
行
わ
れ
る
。
累
は
皇
太
子
恒
貞
親
王
に
及
び
、
二
十
三
日
に

は
廃
太
子
の
勅
が
下
さ
れ
、
併
せ
て
恒
貞
側
近
の
大
納
言
藤
原
愛
発
・
中
納
言
同
吉

野
・
参
議
文
室
秋
津
が
処
分
さ
れ
る㉒
。
そ
の
後
嵯
峨
山
陵
へ
の
廃
太
子
報
告
、
愛
発

ら
の
左
遷
を
受
け
て
の
後
任
人
事
、
廃
坊
官
人
の
処
分
、
健
岑
・
逸
勢
の
配
流
を
経

て
、
八
月
四
日
に
公
卿
上
表
に
よ
っ
て
仁
明
の
皇
子
道
康
が
立
坊
す
る
。
皇
統
の
問

題
と
い
う
視
点
か
ら
承
和
の
変
を
分
析
し
た
遠
藤
慶
太
氏
は
、
事
件
の
本
質
を
恒
貞

廃
坊
に
よ
る
皇
位
継
承
構
想
の
変
更
と
し
、
阿
保
親
王
の
緘
書
か
ら
坊
官
の
謀
反
を

立
件
す
る
こ
と
で
政
変
を
具
体
化
し
廃
太
子
を
引
き
出
し
た
の
は
、
良
房
と
提
携
し

た
嘉
智
子
で
あ
っ
た
と
す
る㉓
。
遠
藤
氏
の
論
は
、
恒
貞
の
母
正
子
内
親
王
が
事
件
に

際
し
て
「
震
怒
、
悲
号
」
し
、
母
嘉
智
子
を
「
怨
」
ん
だ
と
あ
る㉔
こ
と
か
ら
も
裏
付

け
ら
れ
よ
う
。
嵯
峨
・
淳
和
両
統
の
血
を
受
け
た
恒
貞
が
「
正
嗣㉕
」
と
し
て
皇
位
を

継
承
す
る
こ
と
は
、
淳
和
の
み
な
ら
ず
嵯
峨
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る㉖
。
そ
の
嵯
峨
に
よ
る
皇
位
継
承
構
想
を
、嘉
智
子
は
外
孫
（
恒
貞
）
で
は
な
く
内
孫

（
道
康
）
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
覆
し
た
。
そ
の
道
康
の
母
が
藤
原
冬
嗣
の
娘
順
子
で

あ
り
、
こ
こ
か
ら
天
皇
家
と
藤
原
氏
北
家
の
外
戚
関
係
が
始
ま
り
、
そ
れ
を
て
こ
に

摂
関
政
治
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
道
長
栄
華
の
由
来
を
説
く
『
大
鏡
』
が
天
皇
紀
の

始
点
を
文
徳
に
置
く
の
も
、「
入
道
殿
下
の
御
栄
花
も
何
に
よ
り
開
け
た
ま
ふ
ぞ
と
思

へ
ば
、
ま
づ
、
帝
・
后
の
御
有
様
を
申
す
な
り
」
の
一
節
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
摂

関
の
権
力
の
源
泉
が
天
皇
と
の
外
戚
関
係
に
あ
り
、
そ
の
原
点
が
文
徳
で
あ
る
と
い

う
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

母
后
と
し
て
の
嘉
智
子
の
権
威
は
、
嵯
峨
の
遺
志
を
も
覆
し
、
摂
関
政
治
の
始
発

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
の
嘉
智
子
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
結
末
に
置
く
こ
と

は
、
嘉
祥
三
年
と
い
う
時
と
と
も
に
、『
大
鏡
』
の
歴
史
語
り
を
文
徳
即
位
と
い
う
原

点
へ
と
遡
及
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

四

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
嘉
祥
三
年
の
朝
覲
行
幸
と
、
そ
れ
を
背
景
と

す
る
『
大
鏡
』
の
最
終
記
事
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
焦
点
は
、『
続
後
紀
』
の
興

味
の
中
心
で
あ
り
、『
大
鏡
』
で
も
母
后
の
「
た
だ
寄
せ
て
奉
れ
」
と
い
う
言
葉
で
示

さ
れ
る
乗
輿
の
際
の
作
法
に
あ
る
。

嘉
智
子
の
「
輿
を
寄
せ
よ
」
と
い
う
要
求
は
、「
天
子
南
面
」
と
い
う
大
原
則
を
も

破
り
、
母
后
に
臣
礼
を
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
初
期
の
朝
覲
行
幸
の
記
録
に
は

天
皇
の
上
皇
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
臣
礼
は
見
ら
れ
な
い
。
仁
明
が
淳
和
の
も
と

に
朝
覲
し
た
際
に
は
、「
太
上
天
皇
逢
迎
。
各
於
二
中
庭
一
拝
舞
。
乃
共
昇
レ
殿
。（
中

略
）
天
皇
欲
二
還
宮
一
。
降
レ
自
レ
殿
。
太
上
天
皇
相
送
到
二
南
屏
下
一
也㉗
」
と
、
拝
舞
は

見
ら
れ
る
も
の
の
、
天
皇
上
皇
が
と
も
に
中
庭
で
拝
舞
昇
殿
し
、
天
皇
還
御
に
際
し

て
も
淳
和
が
下
殿
し
て
見
送
る
な
ど
、
両
者
対
等
な
関
係
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る㉘
。

そ
の
後
の
嵯
峨
・
嘉
智
子
に
対
す
る
朝
覲
で
も
拝
舞
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。
天
皇

が
群
臣
の
眼
前
で
臣
礼
を
と
る
の
は
、
こ
の
嘉
祥
三
年
が
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か㉙
。
こ
の
行
幸
が
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
や
『
公
事
根
源
』
に
引
か
れ

る
の
も
、『
西
宮
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
天
皇
拝
舞
を
中
核
と
す
る
儀
礼
の
原
点
と

し
て
、
後
代
か
ら
依
拠
す
べ
き
朝
覲
の
模
範
と
み
な
さ
れ
た
た
め㉚
と
考
え
ら
れ
る
。

先
例
が
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
躊
躇
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
嘉
智
子
の
願
い
を
「
再

三
固
辞
」
し
、
殿
下
に
控
え
る
左
右
両
大
臣
に
諮
問
す
る
『
続
後
紀
』
の
仁
明
の
姿

に
、
そ
の
た
め
ら
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
左
大
臣
源
常
は
嵯
峨
の
皇



一
三
八

426

子
（
母
更
衣
飯
高
宅
刀
自
）、
右
大
臣
藤
原
良
房
は
嵯
峨
の
女
婿
（
妻
は
嵯
峨
皇
女
源
潔

姫
）
と
、
と
も
に
嵯
峨
の
家
父
長
的
権
威
の
翼
下
に
あ
っ
た
者
で
あ
り
、
嘉
智
子
の

意
向
に
異
を
唱
え
る
べ
く
も
な
い
立
場
に
あ
っ
た
。
両
大
臣
の
「
礼
敬
而
已
」
と
い

う
勧
め
に
従
い
、
仁
明
は
輿
を
階
下
に
寄
せ
母
の
簾
前
に
跪
く
。
母
に
対
す
る
孝
と

い
う
私
的
な
倫
理
が
天
皇
と
し
て
の
公
的
な
立
場
に
優
越
す
る
こ
と
を
改
め
て
可
視

化
し
、
母
后
の
権
威
こ
こ
に
極
ま
れ
り
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
わ
ず
か
二
日
後
仁
明
は
病
に
倒
れ
、
二
ヶ
月
余
り
の
後
に
崩
御
、

そ
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
太
皇
太
后
嘉
智
子
も
同
年
五
月
四
日
に
こ
の
世
を
去
る
。

肥
大
を
続
け
て
き
た
上
皇
そ
し
て
母
后
の
権
威
は
、
そ
の
肥
大
が
極
ま
っ
た
と
こ
ろ

で
中
核
を
失
っ
た
。
そ
の
空
隙
に
入
り
込
ん
だ
の
が
、『
続
後
紀
』
の
記
事
に
も
姿
を

見
せ
る
良
房
で
あ
る
。

良
房
自
身
も
嵯
峨
の
女
婿
と
し
て
、家
父
長
的
権
威
に
包
摂
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、

そ
の
愛
顧
に
よ
っ
て
地
歩
を
固
め
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
嵯
峨
の
死
後
は
嘉

智
子
と
連
携
し
て
嵯
峨
の
敷
い
た
皇
位
継
承
路
線
を
覆
し
、
妹
の
産
ん
だ
道
康
を
皇

太
子
に
据
え
る
こ
と
で
次
代
の
外
戚
の
座
を
手
に
入
れ
た
。
併
せ
て
淳
和
―
恒
貞
の

勢
力
に
連
な
る
政
敵
た
ち
の
追
放
に
も
成
功
し
た
良
房
は
、
政
界
の
第
一
人
者
と
し

て
の
地
位
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
。
一
方
、仁
明
・
嘉
智
子
の
相
次
ぐ
死
に
よ
っ

て
、
王
家
の
側
は
一
挙
に
そ
の
中
核
を
失
っ
た
。
残
さ
れ
た
若
い
文
徳
に
、
自
ら
の

母
后
の
兄
で
あ
り
、擁
立
の
功
臣
で
も
あ
る
良
房
に
抗
う
力
は
な
か
っ
た
。
良
房
は
、

嵯
峨
に
よ
っ
て
築
か
れ
、
嘉
智
子
が
継
承
し
た
皇
室
の
家
父
長
的
権
威
を
自
ら
の
も

の
と
し
て
文
徳
を
圧
迫
し㉛
、
生
後
九
ヶ
月
の
外
孫
惟
仁
を
立
坊
さ
せ
、
摂
関
政
治
へ

の
道
を
切
り
拓
い
て
い
く
。

摂
関
政
治
の
始
発
に
間
接
的
に
も
直
接
的
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
橘
嘉
智

子
。
そ
の
嘉
智
子
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
『
大
鏡
』
の
最
終
記
事
と
な
っ
た
こ
と
を
、

注
の
紛
れ
込
み
に
よ
る
偶
然
の
産
物
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
嘉
智
子
の
逸
話
、

そ
れ
も
嘉
祥
の
行
幸
が
選
ば
れ
た
の
は
、
単
に
母
后
の
権
威
の
大
き
さ
を
物
語
る
だ

け
で
な
く
、
諸
氏
の
言
葉
を
借
り
て
言
う
な
ら
ば
、「
王
権
の
ミ
ウ
チ
的
集
団
の
中
に

お
け
る
母
系
の
尊
重32
」
が
最
も
劇
的
な
か
た
ち
で
可
視
化
さ
れ
、「
天
皇
が
母
太
后
の

教
導
に
従
う
こ
と
は
、
好
ま
し
い
『
孝
』
と
し
て
正
当
化
を
み33
」
た
場
面
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
承
和
の
変
に
お
け
る
嘉
智
子
の
仁
明
に
対
す
る
「
教
導
」
は
、
文
徳
の

即
位
を
も
た
ら
し
、
摂
関
政
治
の
端
緒
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
っ
た
。
時
に
皇
位
や
摂

関
の
地
位
を
も
左
右
す
る
「
母
太
后
の
教
導
」
は
、『
大
鏡
』
の
好
ん
で
語
る
と
こ
ろ

で
も
あ
る
。
道
長
で
す
ら
、政
権
の
座
を
姉
東
三
条
院
詮
子
の
一
条
天
皇
に
「
教
導
」

に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
と
さ
れ
る34
。『
大
鏡
』は
そ
の
結
末
に
こ
の
逸
話
を
置
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
道
長
の
栄
華
の
よ
り
き
た
る
と
こ
ろ
を
そ
の
原
点
に
ま
で
遡
っ
て
示
し

て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、「
流
れ
を
汲
み
て
、
源
を
尋
ね
て
こ
そ
は
、
よ
く
侍
る
べ
き
」
と
い
う

『
大
鏡
』
の
歴
史
語
り
の
基
本
姿
勢
に
ふ
さ
わ
し
い
結
末
と
い
え
よ
う
。

注①　
以
下
、『
大
鏡
』
本
文
の
引
用
は
新
潮
古
典
集
成
（
東
松
本
・
石
川
徹
校
注
）
に
よ

る
。

②　

関
根
正
直
『
大
鏡
新
註
』
は
、「
此
の
一
条
は
、
上
文
の
中
に
後
人
の
押
紙
し
お
き

し
が
離
れ
た
る
を
、
更
に
後
の
人
の
末
に
貼
り
付
け
た
る
な
ら
む
」
と
し
、
日
本
古
典

文
学
大
系
補
注
（
松
村
博
司
校
注
）
は
「
朱
雀
天
皇
御
譲
位
の
段
の
注
か
」
と
す
る
。

新
潮
古
典
集
成
頭
注
も
同
様
に
注
の
混
入
と
見
る
。

③　

保
坂
弘
司
『
大
鏡
全
評
釈　

下
』（
学
燈
社
、
一
九
七
九
年
）

④　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
（
橘
健
二
・
加
藤
静
子
校
注
）
は
、「
こ
の
末
尾
の

段
は
、『
大
鏡
』
本
来
の
記
事
で
は
な
く
、
後
世
何
か
の
事
情
で
付
加
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、つ
く
り
物
語
の
「
と
ぞ
」
と
い
う
聞
き
書
き
の
手
法
を
模
倣

し
て
閉
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
光
孝
天
皇
践
祚
の
話
か
ら
始
ま
り
、
父

仁
明
天
皇
に
も
ど
し
、か
つ
天
皇
と
母
后
の
話
（
そ
れ
は
一
品
宮
禎
子
と
後
三
条
帝
と

の
関
係
に
移
し
変
え
ら
れ
る
）
を
加
え
て
閉
じ
た
と
解
せ
よ
う
」
と
す
る
。

⑤　

菊
池
真
「『
大
鏡
』
筆
録
者
攷
」（『
水
音
―
言
葉
と
歴
史
―
』
二
〇
、二
〇
〇
二
年
六
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月
）

⑥　

桜
井
（
秋
本
）
宏
徳
「『
大
鏡
』
に
お
け
る
仁
明
天
皇
の
位
置
―
〈
藤
氏
物
語
〉〈
昔

物
語
〉
か
ら
天
皇
・
大
臣
章
段
へ
―
」（『
成
蹊
人
文
研
究
』
一
二
、二
〇
〇
四
年
三
月
。

の
ち
『
物
語
文
学
と
し
て
の
大
鏡
』
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年
所
収
）

⑦　
『
大
鏡
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
紛
糾
し
、
い
ま
だ
結
論
を
見
て
い
な
い
。

七
十
年
代
ま
で
の
研
究
で
は
院
政
期
成
立
説
が
有
力
で
、最
も
時
代
が
下
る
の
が
鳥
羽

朝
の
永
久
年
間
（
一
一
一
三
〜
一
七
）
前
後
と
す
る
山
岸
徳
平
氏
（「
大
鏡
概
説
」『
日

本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

歴
史
物
語
Ⅰ
』
有
精
堂
、
一
九
七
一
年
）、
平
田
俊
春
氏

（「
大
鏡
の
成
立
」『
日
本
古
典
成
立
の
研
究
』
日
本
書
院
、
一
九
五
九
年
）、
赤
松
俊
秀

氏
（「『
東
大
寺

音
不
絶
』
―
『
大
鏡
』
の
成
立
に
つ
い
て
―
」『
文
学
』
三
一
―
五
、

一
九
六
三
年
五
月
）
ら
の
諸
説
で
あ
る
。
そ
の
後
、松
村
博
司
氏
が
講
演
「
歴
史
物
語

研
究
の
現
状
と
展
望
」（『
歴
史
物
語
研
究
余
滴
』
和
泉
書
院
、一
九
八
二
年
）
に
始
ま

る
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
『
大
鏡
』
の
多
段
階
成
立
説
を
提
唱
し
、原
型
の
成
立
を
康

平
八
年
（
一
〇
六
五
年
）
前
後
と
し
た
（「『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
の
成
立
」『
栄
花
物

語
の
研
究　

補
説
編
』
風
間
書
房
、
一
九
八
九
年
）。
成
立
時
期
を
最
も
早
く
見
る
の

は
森
下
純
昭
氏
で
、
松
村
説
を
踏
ま
え
た
上
で
主
要
部
分
の
成
立
を
長
元
八
年

（
一
〇
三
五
）
か
ら
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
の
間
と
す
る
（「『
大
鏡
』
の
成
立
論
序

説
―
「（
た
ゞ
）
今
の
」
の
表
現
を
手
懸
り
と
し
て
―
」『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』

一
九
、一
九
八
九
年
二
月
）。

⑧　

保
坂
注
③
前
掲
書
。
保
坂
氏
は
こ
の
段
の
文
体
に
つ
い
て「
同
一
人
と
み
て
も
よ
い

く
ら
い
の
出
来
ば
え
」
と
認
め
な
が
ら
も
、「
こ
の
物
語
の
最
後
に
据
え
る
べ
き
説
話

で
は
な
い
」
と
し
、巻
五
（
東
松
本
）
に
見
え
る
芹
河
行
幸
の
記
事
に
つ
い
て
の
押
紙

が
混
入
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

⑨　
『
続
日
本
後
紀
』
同
日
条
。
以
下
、
六
国
史
の
引
用
本
文
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に

よ
る
。

⑩　
「
嘉
祥
二
（
マ
マ
）年

正
月
廿

（
マ
マ
）日

に
仁
明
の
御
門
母
后
に
朝
き
ん
の
た
め
冷
泉
院
に
行
幸
な

る
彼
時
御
門
南
階
を
く
た
り
て
笏
を
た
ゝ
し
く
し
て
跪
給
し
事
も
侍
に
や
」。
引
用
は

速
水
房
常
『
公
事
根
源
愚
考
』（
故
実
叢
書
所
収
）
の
本
文
に
よ
る
。

⑪　

こ
の
記
事
の
年
時
の
問
題
に
つ
い
て
は
、す
で
に
森
下
純
昭
氏
が
「『
大
鏡
』
巻
五
・

六
「
藤
氏
物
語
」「
昔
物
語
」
の
作
者
を
め
ぐ
っ
て
」（『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』

一
七
、一
九
八
五
年
三
月
）
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
森
下
氏
は
『
大
鏡
』
巻
五
後
半

お
よ
び
巻
六
を
別
作
者
の
手
に
な
る
も
の
と
す
る
立
場
か
ら
、こ
の
最
終
記
事
は
文
徳

天
皇
即
位
の
嘉
祥
三
年
か
ら
帝
紀
を
始
発
さ
せ
よ
う
と
す
る
序
文
と
の
照
応
を
強
く

意
識
し
た
巻
六
作
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、そ
の
た
め
「
前
段
と
の
つ
な

が
り
が
悪
く
、
と
っ
て
つ
け
た
感
じ
、
あ
る
い
は
注
記
等
の
竄
入
か
と
疑
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

⑫　
『
類
聚
国
史
』
巻
二
十
八
、
帝
王
八
「
天
皇
朝
覲
太
上
天
皇
」

⑬　

い
ず
れ
も
『
続
日
本
後
紀
』
同
日
条
に
よ
る
。

⑭　

鈴
木
景
二
氏
は
、太
上
天
皇
と
天
皇
の
関
係
が
惹
起
し
か
ね
な
い
王
権
の
分
裂
を
回

避
し
一
体
性
を
維
持
す
る
た
め
に
朝
覲
行
幸
が
必
要
と
さ
れ
た
と
す
る
（「
日
本
古
代

の
行
幸
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
五
、一
九
八
九
年
十
二
月
）。

⑮　

式
次
第
は
、故
実
叢
書
本
『
西
宮
記
』
巻
一
「
有
上
皇
及
母
后
者
三
日
朝
覲
」
に
よ

る
。

⑯　

野
村
育
世
「
王
権
の
中
の
女
性
」（
総
合
女
性
史
研
究
会
編
『
日
本
女
性
史
論
集
2

　

政
治
と
女
性
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）

⑰　

目
崎
徳
衛
「
政
治
史
上
の
嵯
峨
上
皇
」（『
日
本
歴
史
』
二
四
八
、一
九
六
九
年
。
の

ち
『
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
所
収
）

⑱　

佐
藤
信
「
摂
関
制
成
立
期
の
王
権
に
つ
い
て
の
覚
書
」（
山
中
裕
編
『
摂
関
時
代
と

古
記
録
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）

⑲　

栗
林
茂
「
皇
后
受
賀
儀
礼
の
成
立
と
展
開
」（『
延
喜
式
研
究
』
八
、一
九
九
三
年
九

月
）

⑳　

服
藤
早
苗
「
王
権
の
父
母
子
秩
序
の
成
立
―
朝
覲
・
朝
拝
を
中
心
に
―
」（
十
世
紀

研
究
会
編
『
中
世
成
立
期
の
政
治
文
化
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
）

㉑　
『
続
日
本
後
紀
』
同
日
条
「
先
レ
是
。
弾
正
尹
三
品
阿
保
親
王
緘
レ
書
。
上
二
呈
嵯
峨

太
皇
太
后
一
。
々
々
喚
二
中
納
言
正
三
位
藤
原
朝
臣
良
房
於
御
前
一
。
密
賜
二
緘
書
一
。
以

伝
二
奏
之
一
。
其
詞
曰
。
今
月
十
日
伴
健
岑
来
語
云
。
嵯
峨
太
上
皇
今
将
二
登
遐
一
。
国

家
之
乱
在
レ
可
レ
待
也
。
請
奉
二
皇
子
一
入
二
東
国
一
者
。
書
中
詞
多
。
不
レ
可
二
具
載
一
」に

よ
る
。
以
下
、
承
和
の
変
の
経
過
は
、
同
書
当
日
条
に
よ
る
。

㉒　

愛
発
は
免
官
の
上
京
外
に
追
放
、
吉
野
は
太
宰
員
外
帥
、
秋
津
は
出
雲
員
外
守
に
そ

れ
ぞ
れ
左
降
。
愛
発
は
恒
貞
妃
の
父
、
秋
津
は
春
宮
大
夫
、
吉
野
は
淳
和
以
来
の
側
近

と
さ
れ
る
。
ま
た
、
健
岑
が
隠
岐
、
逸
勢
が
伊
豆
に
配
流
さ
れ
た
ほ
か
、
六
十
人
余
り

が
事
件
に
連
座
し
処
分
さ
れ
た
。
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㉓　

遠
藤
慶
太
「『
続
日
本
後
紀
』
と
承
和
の
変
」（『
古
代
文
化
』
五
二
―
四
、二
〇
〇
〇

年
四
月
）。
吉
川
真
司
「
平
安
京
」（
同
編
『
日
本
の
時
代
史
5　

平
安
京
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
二
年
）
も
同
様
の
見
解
を
示
す
。

㉔　
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
三
月
二
十
三
日
条

㉕　
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年
二
月
丁
亥
（
三
十
日
）
条
恒
貞
立
太
子
の
宣
命
に
「
以

正
嗣
止

有
戸支

恒
貞
親
王
乎

皇
太
子
止

定
賜
不

」、同
三
月
壬
申
（
五
日
）
条
の
柏
原
長
岡
二
山

陵
へ
の
即
位
奉
告
状
も
恒
定
を
「
正
嗣
止

有
閇岐

」
と
す
る
。
こ
の
記
事
を
も
っ
て
、
恒
貞

＝
淳
和
系
の
皇
位
継
承
に
お
け
る
優
位
・
正
統
性
を
説
く
論
に
、
河
内
祥
輔
『
古
代
政

治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）、
中
西
康
裕
「『
日

本
後
紀
』
の
編
纂
に
つ
い
て
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
一
一
・
三
一
二
合
併
号
、

一
九
九
七
・
九
八
年
）
が
あ
る
。

㉖　

遠
藤
注
㉓
論
文

㉗　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
正
月
癸
丑
（
二
日
）
条

㉘　

鈴
木
注
⑭
論
文

㉙　

服
藤
注
⑳
論
文
は
、
朝
覲
行
幸
の
成
立
当
初
か
ら
拝
舞
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
。

㉚　

遠
藤
注
㉓
論
文

㉛　

笹
山
晴
生
「
前
期
摂
関
政
治
と
社
会
の
変
貌
」（『
平
安
の
朝
廷
―
そ
の
光
と
影
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）

32　

佐
藤
注
⑱
論
文

33　

遠
藤
注
㉓
論
文

34　
『
大
鏡
』
道
長
伝
に
よ
れ
ば
、
詮
子
が
清
涼
殿
の
夜
の
御
殿
に
ま
で
押
し
か
け
て
天

皇
を
説
得
し
た
た
め
に
、
道
長
内
覧
の
宣
旨
が
下
っ
た
と
い
う
。
同
昔
物
語
に
は
、
朝

覲
行
幸
の
際
母
后
穏
子
が
発
し
た
「
今
は
東
宮
ぞ
か
く
て
見
き
こ
え
ま
ほ
し
き
」
と
い

う
言
葉
を
、弟
成
明
（
村
上
天
皇
）
の
早
期
即
位
を
望
む
も
の
と
早
合
点
し
て
譲
位
し

た
朱
雀
天
皇
の
逸
話
も
見
え
る
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


